
住宅耐震改修特別控除を受ける方の記載例  

 

 

 
 
 
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

○ 記載手順については、この記載例で示している「平成 29年分 所得税及び復興特別所得税の確定
申告の手引き 確定申告書 A 用」の該当ページを参照してください。 

 

◎ 申告書は複写式になっています。申告書第一表と第二表を折りたたんだまま記入せず、広げるか、中央のミシン線で切り離 

してから、黒いインクのボールペンで、強く記入します。 

◎ 2枚目は複写式の控えになっていますが、取り外して使用しても差し支えありません。申告書を提出するときは、2枚目は 

取り外してください。 

● マス目に数字を記入する場合は、記入例①にならって、マス目の中に丁寧に記入してください。 

● 1億円以上の金額がある場合は、記入例②にならって記入してください。 

● 訂正する場合は、記入例③にならって、訂正する文字を二重線で抹消し、上の欄などの余白に適宜記入してください。 

 

  

 
 

国
税

 給与所得について年末調整を受けた方で、住宅耐震改修特別控除を受ける

場合 

XXXXXXXXXXXX 

手順１ 
７ページ 

参照 

手順２ 
８ページ 

参照 

手順３ 
１１ページ 

参照 

手順５ 
２４ページ 

参照 

 
該当する事項

がある方のみ

記入します。 

手順５ 
２４ページ 

参照 

 
還付される税

金がある方の

み記入します。 

手順４ 
２０ページ 

参照 

○○ 

XXX XXXX 

XX XXXX XXXX 

XXXXXXX 

手順４ 
２２ページ 

参照 

【第一表】 ※ この記載例の申告書は、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」で作成したものです。 

 

明治・・「1」 

大正・・「2」 

昭和・・「3」 

平成・・「4」 

マイナンバー

（個人番号）を

記入する必要

があります。 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/index.htm
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【第二表】 （住宅耐震改修に関する事項） 

住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額       1,666,000円 

住宅耐震改修に関し交付を受ける補助金等の額         400,000円 

※ 記載例中における社会保険料の金額は、実際の金額とは異なります。 

手順２ 
８ページ 

参照 

手順１ 
７ページ 

参照 

手順４ 
２３ページ 

参照 

手順６ 
２５ページ 

参照 

控除対象配偶者や扶養親族などのマイナンバー（個人番号）も記入する必要があります。 

なお、還付申告の方で、申告する所得が年末調整を受けた給与所得のみの場合で、配偶者（特

別）控除や扶養控除に異動がないときは、第二表の⑫～⑭欄のマイナンバー（個人番号）の記

入を省略できます。 
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◎ 支払者から受領した「給与所得の源泉徴収票（原本）」を添付書類台紙に貼って提出しなければなりません。 

【ご注意】 

（参考）給与所得の源泉徴収票 
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（１／３枚目）          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅耐震改修特別控除額 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書（平成 29 年４月１日以後用）】 

◎ 平成 29 年３月 31 日以前に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合には、平成 29 年３月 31

日以前に住宅耐震改修をした方のための「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」を使用してください。 

【ご注意】 

※ この記載例の明細書は、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」で作成したものです。 
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（２／３枚目）         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 平成 29 年３月 31 日以前に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合には、平成 29 年３月 31

日以前に住宅耐震改修をした方のための「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」を使用してください。 

【ご注意】 

【住宅耐震改修特別控除額 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書（平成 29 年４月１日以後用）】 
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（３／３枚目）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続と必要な書類 

平成 29年４月１日以後に住宅耐震改修をしてこの控除を受ける方は、「住宅耐震改修特別控除額 住宅特定

改修特別税額控除の計算明細書（平成 29年４月１日以後用）」で控除額を計算し、申告書第一表の「税金の

計算」欄の「住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修・認定住宅新築等特別税額控除」欄の「住宅耐震改修特別

控除」の文字を○で囲み、「区分」欄に「１」を書き、控除額を転記してください。 

 また、上記の計算明細書のほか、住宅耐震改修証明書などの書類を確定申告書に添付して税務署に提出する

必要があります。 

    詳しくは、「住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ」を参照してください。 

 

 

◎ 平成 29 年３月 31 日以前に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合には、平成 29 年３月 31

日以前に住宅耐震改修をした方のための「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」を使用してください。 

【ご注意】 

【住宅耐震改修特別控除額 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書（平成 29 年４月１日以後用）】 


